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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年６月２６日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月１０日 １７時００分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊
い

良
ら

湖
ご

岬南方沖 

伊良湖岬灯台から真方位１７６°８.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２６.８′ 東経１３７°０１.７′） 

事故の概要 ケミカルタンカー康洋
こうよう

丸は、南進中、また、遊漁船三吉
さんよし

丸は、西北

西進中、両船が衝突した。 

三吉丸は、釣り客１人が負傷し、右舷船尾部外板に破損等を生じ、

また、康洋丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー 康洋丸、５３７トン  

１４１４９８、日宣汽船株式会社（Ａ社）、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構 

６４.８０ｍ×１０.２０ｍ×４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,１７６kＷ、平成２３年６月２０日 

Ｂ 遊漁船 三吉丸、７.９トン  

ＭＥ２－５８９１（漁船登録番号）、個人所有 

１２.９０ｍ（Lr）×３.６４ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２１.００kＷ、平成２０年１１月１０日 

第２４３－３８３４３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

三級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和５５年１２月３日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成２６年６月３０日 

免状有効期間満了日 令和元年１０月８日 

航海士Ａ 男性 ５０歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２３年４月２５日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２８年４月１１日 

免状有効期間満了日 令和３年４月２４日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年１１月２日 

    免許証交付日 平成２９年１１月２４日 

           （令和５年１１月１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（釣り客） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北北東、風力 ２、視程 約１.５Ｍ 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか５人が乗り組み、ターシャリーブ

チルアルコール約９２５ｔを積載し、平成３０年１０月１０日１３時

２０分ごろ広島県大竹市大竹港に向けて三重県四日市港を出港した。 

航海士Ａは、１５時４０分ごろ昇橋し、前直の航海士から引継ぎ、

在橋していた船長Ａと共に船橋当直につき、ＡＩＳ情報の重畳表示が

可能な２台のレーダーをそれぞれ３Ｍレンジ、１２Ｍレンジとしてエ

コートレイルを１分間の相対表示に設定し、レーダーに雨雲が映って

いたので、雨雲が映らないようにＦＴＣ（雨雪反射抑制）の調整を行

った。 

船長Ａは、伊良湖水道航路を通過した後、引き続き雨が降っていた

ものの、視程が約１.５Ｍまで回復したので、降橋した。 

Ａ船は、航海士Ａが、目視及びレーダーで前路に他の船舶を認めな

かったので、前路に他の船舶はいないと思い、船橋左舷後部の海図台

で後方を向き、有害液体物質を取り扱う作業があった場合に記載する

有害液体物質記録簿（以下「本件記録簿」という。）の記載を始め、

伊良湖岬南方を約１１ノットの対地速力で自動操舵により南進した。 

Ａ船は、航海士Ａが、本件記録簿の記載を終え、前方を視認した

際、左舷船首方約２００ｍに西方に向けて航行しているＢ船を認め、

Ｂ船の速力が早く、右舵を取っても避けることができないと思い、手

動操舵に切り換えて左舵一杯を取るとともに主機を中立運転としたも

のの、１７時００分ごろ船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、主機の振動が変化したことにより異常に気付いた船長Ａ

が、昇橋して航海士ＡからＢ船と衝突した旨を聞き、ＶＨＦ無線電話

で海上保安庁に本事故の発生を通報するとともにＢ船に近づいて安否

を確認したところ、Ｂ船から負傷者がいるので三重県鳥羽市鳥羽港に

帰港する旨を聞き、その後、海上保安庁の指示により同港に入港し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、１２時００

分ごろ鳥羽港の定係地を出発し、伊良湖岬南方沖の釣り場で錨泊して
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釣りを行っていた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、雨が強くなり、視界も悪くなってきたので、釣

り客に帰港することを伝えた後、周囲を見回したところ、他の船舶を

認めなかったので、周囲に他の船舶はいないと思い、操舵室で操船し

て帰航を開始した。 

船長Ｂは、東方に向いていた船首を西北西方の鳥羽港に向けるた

め、右旋回して針路を約２９０°とし、レーダーを起動した後、ふと

右舷方を見たところ、至近にＡ船の船首部を認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、舵を取っても機関を後進としても衝突を避ける

ことができないと思い、機関を全速力前進としたものの、右舷船尾部

とＡ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船尾部の座席に座っていた釣り客が、衝突の衝撃により船

尾部の遠隔操舵装置のスタンドに頭部をぶつけて打撲傷を負い、船長

Ｂが、浸水がないことを確認した後、近づいてきたＡ船の乗組員に負

傷者がいる旨を伝え、鳥羽港に自力で帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、前回の有害液体物質を取り扱う作業を行った際の記事

を本件記録簿に記載していなかったので、早めに記載しておきたいと

思い、航海当直中にその記載を行った。 

Ａ船は、本事故当時、ＡＩＳ、レーダー等の機器類に不具合又は故

障はなかった。 

航海士Ａは、本事故当時、本件記録簿を記載しながら、時折、レー

ダーの映像を確認していたが、前路にＢ船の映像を探知することがで

きず、Ｂ船の存在を認識していなかった。 

航海士Ａは、入直直後にレーダーの雨雲の映像を除去するためＦＴ

Ｃを調整した後、本事故時まで、その状態としていた。 

Ｂ船は、ＡＩＳの搭載義務がなく、設置していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、伊良湖岬南方沖において、視程が約１.５Ｍとなった状況

下、南進中、航海士Ａが、目視及びレーダーで前路に他の船舶を認め

なかったので、前路に他の船舶はいないと思い、船橋左舷後部の海図

台で本件記録簿を記載することに意識を向けて同じ針路及び速力で航

行を続けたことから、接近するＢ船に気付くのが遅れ、左舵一杯を取

るとともに主機を中立運転としたものの、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ａ船は、本事故時、航海士Ａが、レーダーのＦＴＣの調整を入直直
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後と同じ状態としていたことから、雨雲同様にＢ船の反射波も除去さ

れ、Ｂ船の映像が映らなかった可能性があると考えられるが、その状

況を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、伊良湖岬南方沖において、視程が約１.５Ｍとなった状況

下、帰航を開始する際、船長Ｂが、目視により周囲に他の船舶を認め

なかったので、周囲に他の船舶はいないと思い、航行を開始して西北

西に向けたことから、接近するＡ船に気付くのが遅れ、機関を全速力

前進としたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、伊良湖岬南方沖において、視程が約１.５Ｍとなった状

況下、Ａ船が南進中、Ｂ船が帰航を開始する際、航海士Ａが、前路に

他の船舶はいないと思い、船橋左舷後部の海図台で本件記録簿を記載

することに意識を向けて同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長

Ｂが、周囲に他の船舶はいないと思い、航行を開始して西北西に向け

たため、共に互いが接近する状況に気付くのが遅れ、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、管理船舶に対し、航海当直中、見張りを最優先

するよう指導し、その旨を記載した表示板を船橋に掲示した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界が制限された状態にある水域等を航行する際、レーダーを活

用した見張りを行い、その時の状況に応じて適切にレーダーのレ

ンジの変更、ＦＴＣの調整などを行うこと。 

・ＦＲＰ製の小型船舶等は、他の船舶のレーダーで探知され難い場

合があるので、ＡＩＳ又は同種機器を設置し、活用することが望

ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

船首方位※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

16:30:07 034-31-55.7 137-01-24.8 163.7 160 10.6 

16:35:07 034-31-04.7 137-01-43.1 162.9 159 10.5 

16:40:07 034-30-12.6 137-01-44.0 183 177 10.5 

16:45:08 034-29-21.1 137-01-41.9 180.9 177 9.9 

16:50:08 034-28-29.8 137-01-39.5 182.4 180 10.4 

16:51:08 034-28-19.4 137-01-38.9 180.7 177 10.4 

16:52:08 034-28-09.0 137-01-38.9 180 178 10.4 

16:53:18 034-27-56.6 137-01-38.4 181.2 178 10.4 

16:54:08 034-27-47.9 137-01-38.2 179.9 177 10.5 

16:55:08 034-27-37.2 137-01-38.2 181.9 181 10.6 

16:55:57 034-27-28.5 137-01-37.8 182.1 180 10.6 

16:57:08 034-27-16.0 137-01-37.6 180.7 178 10.5 

16:58:08 034-27-05.3 137-01-37.7 179.7 178 10.7 

16:59:08 034-26-54.5 137-01-37.7 179.3 178 10.7 

16:59:17 034-26-52.9 137-01-37.7 181.1 171 10.6 

16:59:18 034-26-52.7 137-01-37.7 181.1 170 10.6 

16:59:21 034-26-52.4 137-01-37.7 179.9 168 10.3 

16:59:27 034-26-51.4 137-01-37.8 176.7 161 9.8 

16:59:30 034-26-50.8 137-01-38.0 173.8 156 9.5 

16:59:34 034-26-50.2 137-01-38.1 170.6 151 9.1 

16:59:38 034-26-49.8 137-01-38.3 168.5 148 8.9 

16:59:41 034-26-49.3 137-01-38.5 164.3 142 8.6 

16:59:44 034-26-48.9 137-01-38.7 160.1 139 8.2 

16:59:47 034-26-48.6 137-01-38.9 157.6 135 8 

16:59:50 034-26-48.3 137-01-39.1 152.9 131 7.6 

16:59:54 034-26-47.9 137-01-39.4 148.6 126 7.3 

16:59:58 034-26-47.7 137-01-39.7 146.3 123 7.2 

17:00:01 034-26-47.4 137-01-40.0 141.1 118 6.9 

17:00:04 034-26-47.2 137-01-40.4 136.5 114 6.5 

17:00:08 034-26-46.9 137-01-40.8 132 109 6.3 

17:00:11 034-26-46.8 137-01-41.0 130.3 107 6.2 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真方

位である。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 


